特記仕様書（建設副産物実態調査　編）

１　適　　用

　本特記仕様書は、この工事契約に適用し、別紙「岐阜県調査要領」により搬出先調査を請負者が実施する。

２　目　　的

　岐阜県建設副産物有効利用及び適正処理実施要領（建設リサイクルガイドライン）に基づき、建設副産物の実施に関するデ－タの蓄積及びリサイクルの進捗状況を把握し、状況の変化に応じた新たな対策等の検討資料とするためこの調査を実施する。

３　請負者の義務

　請負者は、再生資源利用（促進）計画書（実施書）入力システムによりデ－タを作成しなくてはならない。

４　調査様式及び提出時期

　工事完了時に様式１及び２の実施デ－タを電子媒体（ＦＤ等）により監督員に提出すること。

　なお、岐阜県建設工事共通仕様書１－１－１８の４及び５に規定する再生資源利用（促進）計画書について同システムを利用し作成しても差し支えないが、完了時には確実に実施デ－タに修正して提出すること。

５　調査費用について

　調査に係る費用一式については、この契約に含まれるものとする。

=　岐　阜　県　調　査　要　領　=

≪　搬　出　先　調　査　≫

１　調査者　　　　：元請負者（ＪＶ工事にあっては代表会社）

２　調査対象工事　：以下に定められた建設材料、副産物のある工事を調査します。

· 再生資源利用計画書（実施書）

次のような建設資材を搬入する建設工事

1） 土　　砂　　　　　　　　　　　　　　１００m3以上

2） 砕　　石　　　　　　　　　　　　　　搬入するものすべて

３）加熱アスファルト混合物　　　　　　　搬入するものすべて
· 再生資源利用促進計画書（実施書）

次のような指定副産物を搬出する建設工事

１）土　　砂　　　　　　　　　　　　　　１００m3以上

２）コンクリ－ト塊　　　　　　　　　　　搬出するものすべて

３）アスファルト・コンクリ－ト塊　　　　搬出するものすべて

４）建設発生木材　　　　　　　　　　　　搬出するものすべて

５）建設汚泥　　　　　　　　　　　　　　搬出するものすべて

３　調査様式　　　：「再生資源利用[促進]計画書（実施書）システム」による。

· 入力ソフトの入手が困難な場合は産業建設課よりシステムＣＤを貸与します。

４　提出期限　　　：工事完成時に監督員に提出すること。（完成検査時確認）

　　　　　　　　　　債務等工事については年度末及び完成検査時に監督員に提出すること。

